
◎対象世帯
①婚姻届が令和5年3月1日（水）～令和6年3月31日（日）
②夫婦共に日高川町民
③夫婦共に年齢が 39歳以下の世帯
④世帯所得が 500万円未満の世帯
⑤継続して5年以上本町に定住する見込みがある世帯

◎申請受付期間

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで
※詳しくは、ホームページでご確認ください⇒⇒⇒

医療機関名 住　所 電　話

受診できる検診
肺がん   
検診

胃がん検診 大腸がん
検診

乳がん
検診

子宮頸がん
検診

骨粗鬆症
検診レントゲン 胃カメラ

自己負担額
500円 1,700円 1,800円 400円 800円 800円 800円

谷本内科小児科 日高川町土生１６０－４ ２４－２０４０ ○
とめきクリニック 日高川町小熊２４７５－１ ２２－３２３２ ○ ○
村上クリニック 日高川町高津尾３８ ５４－０７８７ ○
日高川町 川上診療所 日高川町川原河２６４ ５６－０３９６ ○ ○
日高川町 寒川診療所 日高川町寒川２９３－２ ５８－００１２ ○
池田内科クリニック 御坊市薗３８１－６ ２４－０８００ ○ ○
井本内科 御坊市島２３２－８ ２２－２２２８ ○
上田内科循環器科 御坊市藤田町吉田８５１－９ ２４－１５５５ ○
紀伊クリニック 御坊市湯川町小松原６１５－１ ２４－２２２２ ○ ○
小池内科 御坊市湯川町財部516－3 ２４－２２５５ ○
御坊なかむらクリニック 御坊市湯川町財部７１５ ５２－８０２０ ○
塩路内科胃腸科 御坊市藤田町吉田６２１ ２４－０６６６ ○
高辻内科胃腸科 御坊市薗４８９－５ ２４－０１０２ ○ ○
Tーｃｕｂeメディカルクリニック 御坊市湯川町財部６４６－１１ ２２－６４２８ ○
中島医院 御坊市湯川町小松原380－11 ２２－０１６８ ○ ○
西本医院 御坊市島１７４－１３ ２２－０４５６ ○ ○
深谷外科医院 御坊市湯川町財部６７０－１ ２３－１８８１ ○
松下内科 御坊市島１１４－６ ２２－２０９０ ○
山羽胃腸科内科 御坊市薗６５２－２ ２２－１９６８ ○ ○
もりばた医院 御坊市塩屋町北塩屋１０８７ ２３－０１１１ ○ ○
ながおクリニック 御坊市湯川町小松原531－1 ３２－００１１ ○
森本医院 美浜町田井３１３－１ ２４－３３３３ ○ ○
玉置クリニック 由良町里３４９－１ ６５－１５１１ ○ ○
小溝クリニック 印南町島田1163－11 ４３－８０００ ○ ○
健診センターキタデ 御坊市湯川町財部７３３－１ ２４－３０００ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ひだか病院 御坊市薗１１６－２ ２２－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○ ○
和歌山病院 美浜町和田１１３８ ２２－３２５６ ○ ○
北裏病院 御坊市湯川町小松原454 ２２－３３５２ ○
楠山整形外科 日高町荊木８ ６３－３６１５ ○
天津医院 御坊市薗３０８－７ ２２－５３５１ ○
日高マタニティクリニック 御坊市薗１２３－１８ ２４－１１０３ ○
くすばやし医院 有田郡有田川町金屋２５６－１ ０７３７－３２－２３３６ ○
しまクリニック 有田郡有田川町天満248-1 ０７３７－５２－７８８１ ○
吉岡レディースクリニック 有田郡有田川町小島２９１ ０７３７－５２－７５０３ ○

○ 令和５年度 個別がん検診等一覧表

お問合せ
□ 保健福祉課 ☎２２－９０４１ ／ ＦＡＸ：３２－７２６６
□ 中津地域振興課 ☎２３－９５０３ ／ ＦＡＸ：５４－０１２３
□ 美山地域振興課 ☎２３－９５０５ ／ ＦＡＸ：５６－０４４３

※個別検診を希望される方は、受診券を発行しますので
右記までご連絡をお願いします。

検診実施期間が令和５年５月～令和６年２月末に変更となります。
（個別特定健診は、これまでどおり９月開始）

令和５年度の個別がん検診について

※胃がん検診（胃カメラ検査）は２年
に１回です。
御予約をしていただいても、昨年度、
町の受診券を使用し、胃カメラ検査
を受けた方、または胃の病気で治療
を受けている方は助成の対象とはな
りませんのでご注意ください。

※今年度から町の検診としての子宮頸がん・乳がん検
診は２年に１回の受診間隔 となります。（今年度は希
望者全員受けられます。）
無料検診対象年齢の方には、4月末にクーポン券を
送っています。
子宮頸がん検診について、川辺地区の 20歳～ 74
歳の方には4月末に受診券（ハガキ）を送付しています。

※個別がん検診を受け
る場合、集団健診や
人間ドックで同じ項目
のがん検診は受けら
れませんのでご注意
ください。

最大

200

最大

60

企画政策課  ☎23－9511お問合せ

企画政策課  ☎23－9511お問合せ

◎申請できる方
町内に新築住宅等を取得し定住する意志のある方で、次のいずれかに該当する方
⑴ 住宅取得日において18歳以上 39歳以下の方
⑵ 中学生以下の子と同居し扶養する方

◎補助対象となる経費と補助金額
補助金額▶ ［川辺地区］ .....................................上限130万円 （対象経費の１０％以内）
 ［中津地区］および［美山地区］ ...上限200万円 （対象経費の１０％以内）

・新築住宅の建築費用  ・未使用の建売住宅の購入費用　※住宅取得日から１年以内に申請が必要です。

（注）今年度の申請締切は令和6年3月15日（金）となっています。
その他の条件等がありますので、町ホームページをご覧いただくか、下記までお問合せください。

日高川町では、町内に自らが定住する目的で新築住宅等を取得する若者に、
その費用の一部を補助します。そして、若者の定住を促進するとともに人口
減少を抑制し、地域の活性化を図ります。

若者定住促進新築住宅取得支援事業補助金制度をご活用ください。
日高川町でマイホーム取得！

～日高川町結婚新生活支援事業補助金～

日高川町での結婚新生活を応援します！
夫婦共に29歳以下 ...........上限60万円
夫婦共に39歳以下 ...........上限30万円
日高川町内で新たに結婚生活を始めるご夫婦に新居の家賃等（最大 6ヶ月分）、
引っ越し費用を助成します。
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